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（適正規模について）

いただいたご意見 町の考え方

　町の財政は危機的な状況と聞きますが、仕事を持
つ若い世代を増やすためには、認定子ども園などの
子育て支援の施設・政策を充実させることが必要で
はないか。その中で小学校の再編は逆効果ではない
か。

　全国的に少子高齢社会を迎え、少子化は今後も進
むことが予想されるなか本町においてもその傾向が
現れています。学校では単に教科等の知識や技能の
習得だけでなく、社会性や規範意識を身に付けるこ
とも重要です。そのためには、再編によって一定の
規模の児童生徒集団を確保することが望ましいと考
えます。

　第三小学校区では地域で学校を支える意識が強
く、子どもの成長を支えるコミュニティづくりを実
践してきました。また、少子化対策を行うにも学校
統廃合は子育ての不便さとしてマイナス要因となり
かねません。現在の小学校区を当面の間維持し、少
人数でも教育内容を充実させることで子育て世代を
呼び込むことになるのではないか。

　各学校区では、学校支援ボランティアや子どもの
見守り隊をはじめ様々な形で学校を支援いただいて
います。本方針は、現在又は将来学校に通学する子
どもたちにとって、より良い教育環境を提供するた
めに策定しました。

（適正配置について）

いただいたご意見 町の考え方

　町の基準では通学距離３㎞以内となっているが、
交通量や通学経路を考えると許容範囲とは思えな
い。また、通学時間の観点からも、不審者がどこに
いてもおかしくない今の時代に、それだけの時間を
歩かせることは適正とは思えない。
　町が送迎バスを準備する等、どのようにして子ど
もの安全を守るのか対応策を示してほしい。

　通学距離につきましては、第三小学校区から第二
小学校区まで、遠いところで約２㎞となります。２
㎞という距離は国の基準の４㎞より短く、徒歩によ
る通学が可能な距離であると考えます。
　また、通学の安全対策につきましては、西和警察
などの関係機関と充分に検討を行っていきたいと考
えます。

　平成29年３月に河合町と河合町教育委員会が子どもたちにより良い教育環境を提供するための協議を行い、「河合
町学校再編方針」により本町における学校の適正規模、適正配置等を示しました。方針の概要は下記のとおりです。
　　・基本的な考え方：一定の規模の児童生徒集団の確保
　　・適　正　規　模：小・中学校とも１学年において２学級以上
　　・適　正　配　置：小学校…おおむね３ｋｍ以内　１時間以内
　　　　　　　　　　　中学校…おおむね４ｋｍ以内　１時間以内
　　・統 合 の 目 安：全ての学年が単学級になる時期
　上記を踏まえ、平成32年４月に全ての学年が単学級となる河合第三小学校を河合第二小学校に統合する方針です。

◆「河合町学校再編方針」に関するパブリックコメントの結果について
　平成29年５月８日（月）までパブリックコメントを実施したところ、結果は以下のとおりでした。貴重なご
意見ありがとうございました。

「河合町学校再編方針」を策定しました
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（小学校再編について）

いただいたご意見 町の考え方

　小学校の再編に関して、第三小学校に第二小学校
を統合することは検討したのか。
　また、第一小学校が町の定める学校の適正規模に
なっていないことに対し、学校運営上の課題にどの
ような対策を考えているのか、今後、再編について
も考える必要があるのではないか。

　第二小学校は第二中学校と隣接しており、小・中
学校の連携が図りやすいことから第二小学校に統合
する方針としました。
　町の再編の目安は全ての学年が単学級になる時期
を基準としています。第一小学校もその時期に検討
します。

　再編の理由として平成32年度に第三小学校が全
学年単学級となるからとあるが、32年度からの統
合はあまりにも性急ではないのか。各学年の実人数
は何人になると予想しているのか。
　まず、教育環境・内容の充実に取り組みながら地
域の合意形成をはかり、さらに減少する状況である
なら「複式学級」基準である16人を目途に検討して
はどうか。

　現在、第三小学校の１学年あたりの児童の平均は
約35人です。平成32年度には約26人となり、平
成35年度の新入学児童は、転入などを考慮しない
として13人となる見込みです。
　本町では方針に示しているとおり「学級数が少な
いことによる学校運営上の課題」を考慮して、学校
において全ての学年が単学級になる時期を基準とし
ています。

（中学校再編について）

いただいたご意見 町の考え方

　中学校の再編に関して将来は統合の方向とある
が、いつどのような形で統合するかを明確にする必
要があるのではないか。
　また、小中一貫校の選択は、教育重視の視点から
も再編と合わせて積極的に検討すべき。

　中学校の再編、義務教育学校（小中一貫教育）につ
いては、方針に示しているとおり中学校の統合、あ
るいは平成28年４月の学校教育法改正により追加
された義務教育学校（小中一貫教育）と合わせて検討
してまいります。

　河合第一中学校においても生徒数が減少してお
り、クラブ活動もままならない状況です。知・徳・体
の教育面から中学校も早急に統合すべきと考えま
す。統合することで新たな友好関係ができ、その多
様な考えのなかで切磋琢磨することも非常に大事と
思います。
　また、小中一貫校については、どのようなメリッ
ト・デメリットがあるかを保護者、教育者並びに有
識者を交えて討議してもらいたい。まずは教育行政
から小中一貫校の教育指針を示してもらいたい。

　小中一貫校については、教育的効果やデメリット
も十分に検証されておらず、問題点も指摘されてい
るため、慎重に対応すべき。

　全国的に義務教育学校（小中一貫教育）の取り組み
が進んでいます。今後その効果・成果について検証
し、慎重に検討してまいります。
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（学校統合の目安となる時期について）

いただいたご意見 町の考え方

　学校統合の目安となる時期の「全ての学年が単学
級になる時期を河合町の基準とし」とは、いつ、ど
のような組織で決定されたのか。
　また、町が定める学校の適正規模である「小・中学
校とも１学年において２学級以上」と矛盾している
のではないか。

　統合の目安となる時期は、河合町立学校規模適正
化委員会からの提言及び国の指針等を基に、本年３
月に本方針を河合町と河合町教育委員会で決定しま
した。
　本方針に定める適正規模は２学級以上あることが
望ましいとするものです。

（再編により生じる課題への対応）

いただいたご意見 町の考え方

　再編により生じる課題への対応に教育内容の充実
（魅力ある学校づくり）という項目を盛り込むべき。

　実施計画等を策定していく際に盛り込んでいく考
えです。

　学校再編の検討に際し、改修・廃校予定の施設の
改善を放置せず教育環境の改善は引き続き継続する
べき。再編後の施設利用にも有効と考える。

　必要な箇所については、今後も継続して改善して
まいります。

　小学校を３校から２校に再編することはやむを得
ないと判断しますが、第三小学校の跡地利用につい
ては、あらゆる面を考慮して有効利用することを望
みます。安易に売却などを考えず、よく検討して街
づくりを考えるべき。

　町として総合的に検討してまいります。

（全般）

いただいたご意見 町の考え方

　平成22年に河合町立学校規模適正化委員会から
の提言があったにも関わらず、今まで行政側から方
針が示されなかったことが非常に残念です。
　また、議会においても特別委員会が平成26年度
まで行われたが、新議員による特別委員会の設置の
提案も無かったことは、町行政側とともに議員さん
たちの怠慢と言わざるを得ない。

　平成22年３月の提言を受け、平成25年３月に策
定した学校再編実施計画書（案）に対する議会特別委
員会からの意見、平成28年４月の学校教育法の改
正内容を加味し、平成29年３月に本方針の策定に
至りました。
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◆学校再編に関する保護者アンケートの結果【速報】
　平成29年６月９日（金）まで実施しましたアンケート調査の結果をお伝えします。小学生以下のお子さま
1,417人の保護者891世帯に配布し、663世帯から回答をいただきました。一緒に寄せられたご意見などの詳
細についてはＨＰにて公開しています。ご協力ありがとうございました。

　アンケート調査の結果を踏まえ、６月26日（月）の総合教育会議（町長と教育委員会が教育政策について方向性
を共有し、議論・協議・調整を行う場）において、河合第三小学校を河合第二小学校へ統合することに決定しまし
た。今後は、説明会や広報誌・ＨＰを通じて随時情報発信してまいります。

再編に関する説明会を開催します
　平成29年７月30日（日）に下記の場所において、河合第三小学校を河合第二小学校に統合する保護
者・住民説明会を開催します。両会場とも駐車スペースに限りがございますので、徒歩等により来場い
ただきますようお願いします。
◆河合第三小学校　体育館　午前10時～ 12時　　◆河合第二小学校　体育館　午後２時～４時
※各会場には託児室（就学前）を設けてますので、ご利用ください。  ◇問い合わせ　教育委員会総務課  ☎内線251

問１　お子さまについて

問３　河合第三小学校を河合第二小学校に
　　　統合することについて

問４－２　反対の理由（３つまで選択可）問２　お住まいの小学校区について

問４－１　賛成の理由（３つまで選択可）

乳児（０～２歳児）
150件（15％）

幼児（３～５歳児）
231件（24％）

小学１～３年生
285件（29％）

小学４～６年生
307件（32％）

河合第一小学校区
205件（31％）

河合第二小学校区
285件（43％）

河合第三小学校区
172件（26％）

賛成
289件（44％）

どちらでもよい
265件（41％）

反対
99件（15％）

クラス替えがあり、
たくさんの友達ができる

様々な個性を持つ友達と触れ合い、
互いに切磋琢磨できる

協調性を養う機会に恵まれる

学校全体に活気があり、
学校行事が盛大にできる

１学年１クラスでは、人間関係や
相互の評価が固定化されやすい

その他

一人ひとりに目が行き届き、
丁寧な指導が期待できる

学校の設備や備品などが
余裕をもって使える

学校で活躍の場が豊富になる

同じ児童とずっと同じクラスで
過ごせ、互いに親密になれる

通学距離が長くなる

その他

その他

学校施設の整備

通学路の安全確保

環境変化による
子どもへの対応

地域とのつながり

学校跡地の利活用

問５　統合する場合に配慮してほしいことについて（３つまで選択可）

157件

153件

130件

63件

31件

151件

79件

52件

16件

13件

7件

36件

483件

356件

319件

100件

67件

41件
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　税は、私たちが安心して健康な暮らしをするために、重要な役割を持っています。「福祉・健康・教育・安心
で安全なまちづくり」などのさまざまな事業を進めるうえで非常に大切な財源です。
　町税等を滞納することは、期限内に納付している大多数の住民の皆さまや、町にとっても大きな損失です。
　税負担の公平性を確保するため滞納者に対しては、本来の税額のほかに延滞金を徴収したり、滞納処分（差
押手続）を行います。滞納処分の手続きは法律で定められていて、滞納者の意思にかかわらず執行されます。

町税等の期限内納付をさらに推進します

◆償却資産とは  
土地、家屋以外で、事業の用に供することができる
資産です。
地方税法により毎年1月1日現在の資産の所有状況
を申告することが定められています。

◆申告が必要な方
町内に存在する償却資産を所有されている事業者

（個人・法人問わず）

◆償却資産の種類
会社や個人で事業を行っている方が、事業のために
用いる構築物、機械及び装置、工具及び器具、等

◇問い合わせ
　税務課
　☎内線171・172・174

固定資産税（償却資産）の申告をご存知ですか

◆滞納処分に至るまで
①督促・催告

納期限までに納付されない場合、督促状を送付しま
す。それでも納税相談や、納付されない場合は、文書
や電話などで納付の催告を行います。

②財産調査
滞納者に対しては、勤務先、金融機関、生命保険会
社、官公庁、取引先などへの財産調査を行います。な
お、本人の承諾は必要ありません。

③財産差押
再三の催告にも応じず、納税相談の連絡がない場合
は、財産の差押えを執行します。
●�不動産を差し押さえられると・・・
・ 不動産の登記簿上に「差押」の表示がされます。
・ 抵当権者等、登記簿上の権利者に「差押通知書」を送

付し、不動産を差し押さえたことを通知します。
・ 差押不動産を売却しようとしても、差押の登記があ

るため売却できなくなります。
・ 差押え後も納付がない場合は売却（公売）し、滞納町

税に充当することがあります。
●�預貯金・給与を差し押さえられると・・・
・ 差押えを行った場合、納税義務者本人だけでなく、

利害関係者（勤務先、金融機関、抵当権者等）に「差
押通知書」が送付されます。

・ 差し押さえた預貯金・給与は取り立て後、滞納町税
に充当されます。

◆�平成28年度は50件の差押えを執行
町の租税債権を保全するため、預貯金・給与・公的年
金・国税還付金について差押えを執行しました。

　�納税に困ったら
病気や失業、事業の廃止など、やむをえない事情によ
り町税等の期限内納付が困難な方はそのまま放置せ
ず、早急にご相談ください。

　�納付は納め忘れのない便利な口座振替のご利用を！
町税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保
険料の納付には、便利な口座振替をぜひご利用くださ
い。

◇相談・問い合わせ
　税務課　収税係　☎内線111・112
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差別をなくす町民集会
◇とき　　７月８日（土） 午前10時～ 12時
　　　　　　　　　 　　　　（30分前より受付）
◇ところ　河合町立文化会館　まほろばホール
◇講演　　「ヘイトスピーチ解消法」施行と今後の課題
　　　　　ジャーナリスト　中村　一成　氏
◇ 展示物　町立小学校児童による人権啓発ポスター
　　　　　（ホワイエに展示します）
※ 駐車場に限りがあるため、乗用車での来場はご遠慮願い

ます。なお、当日は送迎に町バスとワゴン車を運行しま
すので、ご利用ください。

※ 当日は、託児室（就学前）を設けますので、ご利用ください。
※手話通訳があります。
◇主催　河合町、河合町人権・同和問題啓発活動推進本部
◇問い合わせ　教育委員会　生涯学習課
　　　　　　　☎57-2271　FAX 57-1165

ワゴン車１
大字名 停車場所 発車時刻

佐味田 （旧）佐味田バス停前 9：05

山坊 （旧）山坊バス停前 9：10

池部・緑ケ丘 役場前（南都ＡＴＭ） 9：13

穴闇 世代間交流センター前 9：16

西穴闇 河合診療所前 9：18

まほろばホール 9：25

ワゴン車２
大字名 停車場所 発車時刻

市場 河合郵便局前 9：00

城古
植田板金前 9：05

長楽

西山台 万代前（南側） 9：15

まほろばホール 9：20

※途中で満車になった場合、時間が遅れることがあります。
※ 帰りのバス及びワゴン車は、講演終了後まほろばホール

前から発車します。

【プロフィール】
　1969年大阪府生まれ。毎日新聞を経てフリー。
在日朝鮮人や移住労働者、難民を取り巻く問題や、
死刑制度を主なテーマとして活動するほか、映画評
も執筆している。
　著書に『ルポ　思想としての朝鮮籍』（岩波書店、
2017年）『ルポ　京都朝鮮学校襲撃事件--〈ヘイト
クライム〉に抗して』

（ 岩 波 書 店、2014
年）、『声を刻む　在日
無年金訴訟をめぐる
人々』（インパクト出
版会、2005年）など。

4321

ワゴン車２
大字名 停車場所 発車時刻

久美ケ丘 中央公園南側（地番図前） 9：27

彩りの杜 中央公園（豆山の郷号停留所） 9：30

高塚台 高塚台１丁目バス停（町民グラウンド向き） 9：35

高塚台２ 佐味田川駅前（ヤマザキショップ側） 9：40

まほろばホール 9：45

町バス
大字名 停車場所 発車時刻

泉台 泉台入口（大和川東側） 9：05

城内 城内入口（大和川東側） 9：10

大輪田
大輪田駅前広場 9：20

星和台公団

薬井 薬井口バス停 9：25

星和台 サン歯科前 9：34

中山台 村上小児科前 9：37

広瀬台 広瀬台２丁目バス停 9：40

まほろばホール 9：45
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第68回 奈良県民体育大会
北葛城郡予選大会
　５月14日（日）に行われたこの大会で、体育協会所属の３
団体が優勝し、７月２日（日）に行われる奈良県民体育大会の
北葛城郡代表として出場します。
　　卓球　河合町体育協会卓球クラブ
　　剣道　河合剣友会
　　サッカー　河合町チーム

第19回 大字別
グラウンドゴルフ大会
　５月21日（日）総合スポーツ公園において、第19回大字別
グラウンドゴルフ大会が開催されました。晴天に恵まれ、大
会は大いに盛り上がりました。
　結果は次のとおりです。
　　優　勝　　泉台　
　　準優勝　　市場

保健スポーツ課（総合スポーツ公園管理棟）
　　　　　☎５６－４６００（月曜日休み）

第46回 老人福祉センター
ゲートボール大会
　５月26日（金）総合スポーツ公園ゲートボール場にて選手
の皆さまが楽しいひとときを過ごされました。
　結果は次のとおりです。
☆　優　勝　　高塚台２丁目　チーム
☆　準優勝　　緑ケ丘　チーム
☆　３　位　　城　古　チーム

◇とき　７月16日（日）　受付 午前９時30分　開会 午前10時　閉会 午後３時
◇会場　馬見丘陵公園（北エリア）
◇参加資格　１部　子供（～小学６年生）　参加費　500円（チーム）
　　　　　　２部　大人（中学１年生～）　参加費　1,000円（チーム）
　　　　　　※１チーム３～５名
◇主催　元気くらぶ佐味田
◇申し込み・問い合わせ　元気くらぶ佐味田（河合町佐味田195-6）  ☎090-8755-0624
　　　　　　　　　　　　メール：genkiclub.samita@gmail.com

第７回「ウォーターＧＵＮバトル！」が開催されます

町民プールについての
大切なお知らせ

　総合スポーツ公園内での町民プールは一時休止とし
ます。代替措置として、河合第一小学校のプールを活
用して、プール運営を行います。詳細については、７月
15日号お知らせ版または町ホームページに掲載します。
　皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協
力をお願いします。
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行
政
相
談
委
員 

井
上
方
弘 

さ
ん
が

近
畿
行
政
相
談
委
員
連
合
協
議
会
会
長
表
彰
を
受
賞

高
齢
者
と
幼
稚
園
児
と
の
交
流
会

ゲ
ン
ジ
蛍
の
お
披
露
目
会

公
衆
衛
生
事
業
功
労
者
　
表
彰

　
広
瀬
台
の
井
上
方
弘
さ
ん
は
、
平
成
19
年
４
月
に
総

務
大
臣
か
ら「
行
政
相
談
委
員
」と
し
て
委
嘱
さ
れ
て
、

定
期
的
に
開
催
す
る
行
政
相
談
所
に
お
い
て
、
住
民
の

皆
さ
ま
の
身
近
な
相
談
相
手
と
し
て
行
政
に
関
す
る
相

談
を
受
け
付
け
る
な
ど
現
在
も
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
近
畿
行
政
相
談
委
員
連
合
協
議
会
会
長
表
彰

の
受
賞
は
、
長
年
に
わ
た
り
、
井
上
さ
ん
が
行
政
に
対

す
る
苦
情・
要
望
を
受
け
付
け
、
そ
の
解
決
の
促
進
に

尽
力
さ
れ
た
こ
と
や
、
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
等
に
お
い
て

行
政
相
談
の
広
報
活
動
に
取
り
組
ま
れ
た
こ
と
が
評
価

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
今
回
の
表
彰
の
受
賞
を
心
よ
り
お
慶
び
し
、
行
政
相

談
員
と
し
て
、
な
お
一
層
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し

て
お
り
ま
す
。

　
６
月
１
日（
木
）一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
方
に
、
幼
稚
園

児
と
の
楽
し
い
一
日
を
過
ご
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
民
生
児

童
委
員
主
催
に
よ
る
交
流
会
を
河
合
幼
稚
園
で
行
い
ま
し
た
。

３
歳
～
５
歳
児
ク
ラ
ス
、
そ

れ
ぞ
れ
の
園
児
に
よ
る
歌
の

合
唱
や
、
一
緒
に
手
遊
び
な

ど
、
和
気
あ
い
あ
い
と
行
わ

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
町

職
員
に
よ
る「
振
り
込
め
詐

欺
」防
止
の
講
演
を
行
い
ま

し
た
。

 

６
月
中
旬
、
泉
台
の
松
岡
さ
ん
の
お
宅
で
ゲ
ン
ジ

蛍
の
お
披
露
目
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
薬
井
の
西
川
さ
ん
ら
と
と
も
に
、
試
行
錯
誤
を
繰

り
返
し
て
続
け
て
こ
ら
れ
た
ゲ
ン
ジ
蛍
の
飼
育
は
、

今
年
で
９
年
目
を
迎
え
ま
す
。
自
宅
の
庭
に
蚊
帳
を

張
り
、
水
の
管
理
な
ど
に
気
を
遣
い
な
が
ら
、
愛
情

を
込
め
て
育
て
ら
れ
ま
し
た
。

　
た
く
さ
ん
の
ご
近
所
の
方
が
見
守
る
中
、
大
切
に

育
て
ら
れ
大
き
く
成
長
し
た
ゲ
ン
ジ
蛍
は
、
力
強
い

光
を
放
っ
て
舞
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
姿
に
子
ど
も

た
ち
は
歓
声
を
上
げ
、
訪
れ
た
人
す
べ
て
が
幻
想
的

な
世
界
に
魅
了
さ
れ
ま
し
た
。

　
本
町
を
は
じ
め
奈
良
県
内
で
管
理
栄
養
士
と
し
て

長
年
活
躍
さ
れ
て
い
る
、大
輪
田
の
内
山
典
子
先
生
が
、

公
衆
衛
生
事
業
功
労
者
と
し
て
知
事
表
彰
さ
れ
ま
し

た
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
さ
れ
て
い
る
中
で
も
、
保
健

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
各
種
健
診
、
妊
婦
さ
ん
や
赤

ち
ゃ
ん
の
食
の
ス
タ
ー
ト
か
ら
関
わ
り
、
健
康
相
談

や
生
活
習
慣
病
教
室
で
の
栄
養
指
導
や
調
理
実
習
な

ど
、
わ
か
り
や
す
く
ご
指
導
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
の
ご
受
賞
を
心
よ
り
お
喜
び
申
し
上
げ

ま
す
。
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セアカゴケグモを見つけたら
　セアカゴケグモで毒をもつのはメスです。体長は１㎝前後で黒い体で
胸腹部の背面にはひし形が２つ縦に並んだような赤い模様があります。 
　オスは３～５mm程度と小さく細く、褐色がかった地色に淡色の目立
たない斑紋をもちます。 
　セアカゴケグモから襲うことはないので、あわてずに対処してくださ
い。市販のゴキブリ用殺虫剤等（ピレスロイド系）で駆除できます。ただ
し卵には効果がないので、殺虫剤散布後、踏みつぶすなどして駆除して
ください。 
　素手で触るのは禁物です。作業をするときは、手袋を付け、ズボンの
すそを閉じ、長袖シャツを着るなど露出部分をなくしてください。 
　万が一かまれたら、流水で患部を洗い、冷やしてください。その後、
念のため病院で治療を受けてください。 
◇問い合わせ　環境衛生課　☎32-0706

　最近、犬の散歩中のフンが放置されているという苦情
が多く寄せられています。散歩するときなど、フンは飼
い主が責任を持って処理しましょう。
　町に寄せられている主な苦情の内容は、次のとおりです。
○ 小学校の通学路が飼い犬の散歩コースになっており、

路肩等に犬のフンが放置されたままになっている。衛
生上よくないので啓発してほしい。

○ 農道沿いの草刈りを行っているとき、放置された犬の
フンが飛び散り嫌な思いをした。

○ 自宅の玄関前に犬のフンを放置したままにされている。
○ 公園などで犬のフンが放置したままの、忘れ物がよく

あります。　など

※フンの処理※
　犬の散歩などで、フンを放置しておくことは、衛
生・環境上よくありません。
　また、土地の所有者・管理者にも迷惑で、その場を
通行・利用する人にも不愉快な思いを与えます。
　散歩中の犬のフンは必ず持ち帰り、飼い主の責任
で適正に処理してください。
　かわいい愛犬の後始末は、飼い主の手で。

　
◇問い合わせ
　環境衛生課　☎32-0706

セアカゴケグモ　メス

セアカゴケグモ卵（卵囊）

セアカゴケグモを見つけたら

犬のフンは、持ち帰りましょう

「町長室直通便」集計報告 　皆さまからお寄せいただいた平成28年度の町長室直通便
総数は、113通・129件（前年度90通・93件）でした。 
◇問い合わせ　政策調整課　☎内線200

【平成28年度「町長室直通便」主な内容と件数】

分類 主な内容 件数 (前年度）
財政関係 町財政、町税　ほか 10（３）
職員・行政サービス関係 町政、夢ビジョン、広報紙、職員勤務態度　ほか 30（19）
公共施設の管理関係 施設・公園の維持管理、道路舗装　ほか 28（17）
福祉施策関係 児童福祉、高齢福祉　ほか 17（17）
衛生施策関係 ペット、ごみ袋、公害　ほか 10（４）
土木施策関係 農業施策、道路施策　ほか 14（16）
防災・防犯施策関係 防災無線、防犯灯、非難所の耐震　ほか 9（６）
教育・文化施策関係 図書館、学校関係、スポーツ施策　ほか 11（９）
近隣関係、その他 近隣トラブル、他機関などへの要望　ほか 0（２）

合計 129（93）
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平
成
29
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
額
決
定
通
知
書
を
７
月
中
旬
に

送
付
し
ま
す
。
納
め
方
が
変
更
に

な
っ
て
い
る
方
が
い
る
の
で
、
通
知

内
容
を
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※�

平
成
29
年
４
月
か
ら
、
保
険
料
の

軽
減
率
が
一
部
変
更
と
な
っ
て
い

ま
す
。

※�

昨
年
ま
で
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

て
い
た
方
の
中
で
、
今
年
は
納
付

書
で
納
め
る
よ
う
に
変
更
に
な
っ

て
い
る
方
が
、
気
付
か
ず
滞
納
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

平
成
29
年
８
月
１
日
か
ら
ご
使
用

い
た
だ
く「
新
し
い
被
保
険
者
証
」を

７
月
下
旬
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

　

８
月
１
日
以
降
に
医
療
機
関
に
か

か
る
と
き
は
、
必
ず「
新
し
い
被
保

険
者
証
」を
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
臓
器
提
供
の
意
思
表
示
を

さ
れ
る
方
は
、
被
保
険
者
証
裏
面
に

あ
る
意
思
表
示
欄
に
ご
記
入
い
た
だ

き
、
そ
の
上
か
ら
保
護
シ
ー
ル
を
お

貼
り
く
だ
さ
い
。

　

有
効
期
限
の
切
れ
た
被
保
険
者
証

は
、
住
民
福
祉
課
へ
返
却
し
て
い
た

だ
く
か
、
ご
自
身
の
責
任
に
お
い
て

処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

【
①
現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
】

　

低
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
と
し
て
、
現
に

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
が
交
付
さ
れ

て
い
る
被
保
険
者
で
、
平
成
29
年
８

月
１
日
以
降
も
引
き
続
き
低
所
得
者

Ⅰ
・
Ⅱ
と
な
る
方
に
は
、
７
月
下
旬

に
認
定
証
を
送
付
し
ま
す
。
更
新
手

続
き
は
不
要
で
す
。

【
②
現
在
、認
定
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
】

　

①
以
外
の
低
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
の
方

に
つ
き
ま
し
て
は
、
申
請
に
よ
り
認

定
後
に
交
付
さ
れ
る
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
医
療
機

関
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
部

負
担
限
度
額
や
食
事
療
養
費
な
ど
の

減
額
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

認
定
証
が
必
要
な
方
は
住
民
福
祉

課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
問
い
合
わ
せ　

住
民
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　

☎
内
線
１
６
３

　

国
民
健
康
保
険
加
入
の
皆
さ
ま
の

健
康
管
理
の
た
め
に
、
受
診
料
を
助

成
し
ま
す
。

◇�

対
象　

同
一
年
度
内
に
人
間
ド
ッ

ク
ま
た
は
脳
ド
ッ
ク
の
い
ず
れ
か

の
検
診
で
、
次
の
全
て
の
条
件
に

該
当
す
る
方（
Ｐ
Ｅ
Ｔ
検
査
の
み

の
検
診
は
除
く
）

※
医
療
機
関
の
指
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①�

受
診
時
に
、
継
続
し
て
１
年
以
上

河
合
町
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ

れ
て
い
る
方

②�

受
診
時
に
、
満
40
歳
以
上
75
歳
未

満
の
方

③�

申
請
日
に
国
民
健
康
保
険
税
を
完
納

し
て
い
る
世
帯
の
方（
納
期
到
来
分
）

④�

国
保
で
実
施
す
る
特
定
健
康
診
査

を
受
診
し
て
い
な
い
方

◇�

助
成
額　

２
万
円（
２
万
円
未
満

の
場
合
は
そ
の
額
）

◇�

手
続
き　

受
診
後
に
左
記
の
必
要

な
も
の
を
持
参
し
、
住
民
福
祉
課

ま
た
は
出
張
所
へ
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

◇�

必
要
な
も
の　

保
険
証
、
銀
行
口

座
の
わ
か
る
も
の
、
印
鑑
、
受
診

結
果
票
、
領
収
書

◇
問
い
合
わ
せ　

住
民
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　

☎
内
線
１
６
２

　

保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、

万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮

の
事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎

年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
難
し
い
場
合
、
保

険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る

「
保
険
料
免
除
制
度
」や「
納
付
猶
予

制
度（
50
歳
未
満
）」が
あ
り
ま
す
の

で
、
役
場
国
民
年
金
窓
口
ま
た
は
出

張
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
29
年
度
の
免
除
申
請
の
受
付

は
、
平
成
29
年
７
月
か
ら
開
始
さ

れ
、
平
成
29
年
７
月
分
か
ら
平
成
30

年
６
月
分
ま
で
を
対
象
と
し
て
審
査

を
お
こ
な
い
ま
す
。

　

ま
た
、
申
請
が
で
き
る
過
去
期
間

に
つ
い
て
は
、
申
請
書
を
提
出
し
た

日
か
ら
２
年
１
ヶ
月
前
ま
で
に
な
り

ま
す
。

　

申
請
を
忘
れ
て
い
た
た
め
に
未
納

期
間
を
有
し
て
い
る
方
な
ど
は
一
度

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◇�

問
い
合
わ
せ　

大
和
高
田
年
金
事

務
所　

☎
22
・
３
５
３
１

　

住
民
福
祉
課　

☎
内
線
１
６
５

後
期
高
齢
者
医
療

国
民
健
康
保
険

国
民
年
金

保
険
料
の
決
定
と
納
付
に
つ

い
て

被
保
険
者
証
の
更
新
に
つ
い
て

限
度
額
適
用・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
の
更
新
に
つ
い
て

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
受

診
料
を
助
成
し
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
免
除
等
の

申
請
に
つ
い
て
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※�過去12か月以内に３回以上高額療養費の支給があった場合の４回目以降の限度額です。

平成29年７月まで 平成29年８月から

��70歳以上の皆さまへ
平成29年８月から、医療費が高額になったときの自己負担限度額が変わります
自己負担限度額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まります。
◆70歳以上の方の自己負担限度額（月額）

お子様が生まれた方、
　　　児童手当の手続きを忘れずに！
児童手当の新規申請、額改定（第2子以降）の請求は、出生日の翌日から15日
以内の申請が必ず必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当を受ける
ことができませんのでご注意ください。

◇問い合わせ　社会福祉課　☎内線169

7月 相談のご案内
人権・行政・心配ごと相談

　家庭のことから国の仕事まで、人権擁
護委員・行政相談委員・民生委員が相談に
応じます。
とき　７月21日（金）　午後１時～４時
ところ　豆山の郷
問い合わせ　総務課　☎内線226・227

消費生活相談

　契約や買い物のトラブル、架空請求や
多重債務など、消費生活相談員が相談に
応じます。　
とき・ところ
① 月曜日 午後１時～５時、水曜日 午前９

時～午後１時／河合町役場２階相談室　
② 火曜日 午後１時～５時、木曜日 午前９

時～１時／上牧町役場１階町民相談室
問い合わせ　総務課　☎内線226・227

無料法律相談

　相続や不動産、離婚などについて、弁
護士が相談に応じます。要予約。
とき　７月28日（金）　午後１時～４時
ところ　役場２階相談室
定員　６人（１人30分）
申し込み　７月25日（火）　午前10時
役場２階相談室にて抽選。定員に満たな
い場合は、電話予約を受付。
問い合わせ　総務課　☎内線226・227

女性・ＤＶ電話相談

とき　火・金曜日　※祝日の場合、前日
　午前10時～ 12時、午後１時～３時
電話・FAX番号　NPOなら人権情報セン
ター河合支局　☎57-2908

子どもに関する電話相談

●子育ての相談　月～金曜日
　地域子育て支援センター
　（西穴闇保育所）　☎56-5908
●育児・発育の相談　月～金曜日
　保健センター　☎56-6006
●小・中学校の相談　月～金曜日
　教育総務課　☎内線250
●その他子育ての相談　月～金曜日
　福祉政策課　☎内線186

高齢者に関する電話相談

とき　月～金曜日
問い合わせ　地域包括支援センター
　　　　　　☎内線175・178・186

河合町役場　☎57-0200
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こ
ん
な
症
状
が
あ
っ
た
ら
熱
中

症
を
疑
い
ま
し
ょ
う
。

【
軽
】�

め
ま
い
、
立
ち
く
ら
み
、
筋

肉
痛
、
汗
が
と
ま
ら
な
い

【
中
】�

頭
痛
、
吐
き
気
、
体
が
だ
る

い
、
虚
脱
感

【
重
】�

意
識
が
な
い
、
け
い
れ
ん
、

高
い
体
温
、
呼
び
か
け
に

対
す
る
返
事
が
お
か
し
い
、

ま
っ
す
ぐ
歩
け
な
い

対
策

①�

涼
し
い
日
陰
や
ク
ー
ラ
ー
の
効

い
た
室
内
な
ど
へ
の
移
動

②�

衣
服
を
ゆ
る
め
て
休
む

③�

身
体
を
冷
や
す（
氷
や
冷
た
い
水

で
ぬ
ら
し
た
タ
オ
ル
を
手
足
に

あ
て
る
）

④�

水
分
を
補
給
す
る（
水
分
を
自
力

で
摂
取
で
き
な
け
れ
ば
救
急
隊

を
要
請
）�

　

高
齢
者
や
乳
幼
児
は
特
に
注
意

が
必
要
で
す
、
予
防
を
心
が
け
ま

し
ょ
う
。

第�

１
期　

１
歳
に
な
っ
た
体
調
の

よ
い
と
き
に
早
目
に
受
け
ま

し
ょ
う
。
２
歳
を
過
ぎ
る
と
有

料
に
な
り
ま
す
。

第�

２
期　

平
成
23
年
４
月
２
日
～

平
成
24
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ

た
人（
小
学
校
就
学
前
年
度
）で

ま
だ
受
け
て
い
な
い
人
は
体
調

の
よ
い
と
き
に
早
目
に
受
け
ま

し
ょ
う
。
平
成
30
年
３
月
31
日

（
土
）を
過
ぎ
る
と
、
予
診
票
は

無
効
に
な
り
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
対
象
者
の
方
に
は

す
で
に
個
人
通
知
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
４
月
１
日
で
満
65
歳
、

70
歳
、
75
歳
、
80
歳
、
85
歳
、
90

歳
、
95
歳
、
100
歳
の
方
が
対
象
で

す
。

　

接
種
期
間
は
、
平
成
30
年
２
月

28
日（
水
）ま
で
で
す
。

　

お
送
り
し
て
い
る
書
類
を
よ
く

読
ん
で
体
調
の
良
い
時
に
接
種
し

て
く
だ
さ
い
。

　

４
月
１
日
以
降
の
転
入
で
書
類

の
な
い
方
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

HEALTH CALENDER
健康カレンダー

　　成人健康相談
とき・ところ＝①７月２５日（火）　豆山の郷
②８月１０日（木）　保健センター
時間　午前１０時～１１時
対象　町内在住の成人
内容　血圧測定・尿検査・個別相談
持ち物　健康手帳

　　乳幼児相談
とき・ところ＝８月３日（木）　保健センター
時間　午前９時～１０時３０分
対象　町内在住の乳幼児
内容　計測・栄養・育児相談
持ち物　母子健康手帳

熱
中
症
に
注
意
を
！

麻
し
ん
風
し
ん
混
合
予
防
接
種

高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症

定
期
予
防
接
種

◇とき　　8月7日（月）午前6時～7時（開場5時30分）
◇ところ　総合スポーツ公園グラウンド
◇駐車場について
　①総合グランドターゲットバードゴルフ場　80台
　②町民プール前　　　　　　　　　　　　　90台
　③中央公民館・町立体育館　　　　　　　　40台
　④総合福祉会館豆山の郷　　　　　　　　　40台
◇駐輪場について（プール横）

渋滞なく、スムーズに駐車ができるよう奥のほう（①
→④）から順番に止めていただきます。なるべく乗り
合わせまたは徒歩・電車での来場にご協力をお願いし
ます。

◇雨天時について
朝から雨が降っている場合、総合スポーツ公園ゲート
ボール場での開催になります。総合スポーツ公園に

は、先着順でお入りいただき、入場できなかった方
は、中央公民館集会室（土足可）及び町立体育館へ誘導
いたします。会場決定は当日の朝4時になります。特
に放送はいたしません。ご了承のほどよろしくお願い
いたします。

◇開催時注意事項
・ 場内は禁煙です。
・ 整列のため区画整理をしています。入場後速やかに

整列をお願いいたします。
・ 暑い時期ですので、水分補給等積極的に各自行って

ください。
・ 気分の悪くなられた方は遠慮なくお申し出ください。
・ 万が一、参加記念品が不足した場合は、記念品引換

券をお渡しいたしますので、後日保健スポーツ課事
務所に引き換えに来てください。

全国夏期巡回ラジオ体操会
　今年は7月20日（木）東京都渋谷区からスタートし、翌日からは沖縄、九州を回り、8月6日（日）は福井県敦
賀市、8月7日（月）は奈良県河合町にやってきます！『活気のある河合町』をみんなで全国にPRしましょう！！

◇問い合わせ　保健センター　☎56ｰ6006
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つどいのひろば

　お母さんが見守りながら、子どもと安心して遊べ
る「つどいの広場」を開催しています。保育士やボラ
ンティアがいつもいます。
　時間内は出入り自由です。気軽にあそびに来てく
ださいね。
☆とき　　毎週火・水・金曜日　午前10時〜午後３時　
☆ところ　豆山の郷1階キッズコーナー
☆対象　　町内在住の未就園児と保護者

つどいのひろばイベント“親子あそび”

　毎月１回金曜日、保育士による乳児と保護者を対象とした
親子遊びを行っています。※申し込み不要。参加無料。
♢�とき　７月14日(金)　午前10時〜30分程度
♢�内容　朝の歌、手遊び、お誕生日会、ふれあい遊び、お楽
しみシアター、簡単な製作など
◇�問い合わせ　西穴闇保育所･つどい
のひろば担当　☎�56 - 5 908
　♡あそびに来てくださいね♡

毎月イベント終了後は、相談事業を行っています。
子育ての悩み事など相談があれば、気軽に声をかけてくださいね。

7 月のお知らせ news & information

い
き
い
き
サ
ロ
ン

　
地
域
の
皆
さ
ま（
高
齢
者
）の
交
流
、
仲
間
づ
く
り

の
場
で
す
。

　
皆
さ
ま
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
高
塚
台
２
丁
目
】

◇ 

と
き　
７
月
10
日（
月
）　
午
前
10
時
～
12
時

◇
と
こ
ろ　
高
塚
台
２
丁
目
集
会
所

◇
内
容　
ウ
ク
レ
レ
演
奏

◇
参
加
費　
１
０
０
円

【
広
瀬
台
】

◇ 

と
き　
７
月
14
日（
金
）

　
　
　
　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
１
時
30
分

◇
と
こ
ろ　
東
大
阪
大
学
柏
原
高
校

◇ 

内
容　
ス
ポ
ー
ツ
チ
ャ
ン
バ
ラ
体
験・学
食
体
験

◇
参
加
費　
５
０
０
円

【
緑
ケ
丘
】

◇ 

と
き　
７
月
15
日（
土
）　
午
後
１
時
～
３
時

◇
と
こ
ろ　
緑
ケ
丘
集
会
所

◇ 

内
容　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
セ
ミ
ナ
ー・
河

内
音
頭

◇
参
加
費　
50
円

◇
問
い
合
わ
せ　
豆
山
の
郷　
☎
58・２
７
３
４

葛
城
エ
コ
・
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト　

出
店
者
募
集

　

３
町
商
工
会
青
年
部
が
主
催
す
る
フ
リ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
で
す
。

◇ 

と
き　
９
月
24
日(

日)　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

◇
と
こ
ろ　
上
牧
町
役
場
前
駐
車
場

◇�

そ
の
他

① 

応
募
多
数
の
場
合
、
募
集
期
間
中
に
締
め
切
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

② 

販
売
ス
ペ
ー
ス
は
、
す
べ
て
青
空
に
な
り
ま
す

（
テ
ン
ト
な
し
）。

③ 

募
集
要
項
及
び
出
店
者
申
込
書
は
、
事
務
局

（
王
寺
町
商
工
会
）に
あ
り
ま
す
。

◇
申
し
込
み・問
い
合
わ
せ

７
月
18
日（
火
）～
７
月
24
日（
月
）の
午
前
９
時
～

午
後
５
時（
土
日
を
除
く
）

葛
城
エ
コ・
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
実
行
委
員
会
事

務
局（
王
寺
町
商
工
会
）に
申
込
書
を
提
出

王
寺
町
商
工
会　
☎
72・５
１
０
５

◇ 

主
催

葛
城
エ
コ・フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
実
行
委
員
会

王
寺
町・
上
牧
町・
河
合
町
商
工
会・
奈
良
県
商
工

会
連
合
会

第
１
回�
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
参
加
者

募
集

　
地
域
の
課
題
解
決
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
に
、

奈
良
県
主
催
で
開
催
し
ま
す
。
事
前
に
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◇
と
き　
７
月
30
日（
日
）

　
　
　
　
午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

◇
会
場　
上
牧
町
文
化
セ
ン
タ
ー

◇ 

テ
ー
マ　
「
協
働
と
連
携
の
ま
ち
づ
く
り・奈
良
モ

デ
ル
」

◇
応
募
締
切　
７
月
７
日（
金
）

※
応
募
の
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
応
募・問
い
合
わ
せ　

　
奈
良
県
総
務
部
知
事
公
室
政
策
推
進
課

　
「
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
」担
当

　
☎
０
７
４
２・27・８
４
７
２

河合町役場（代表）
　平日午前８時30分～午後５時30分
� ☎57-0200
豆山の郷※� ☎58-2733
保健センター� ☎56-6006
役場出張所� ☎32-6605
心の交流センター� ☎56-5196
清掃工場（環境衛生課）� ☎32-0706

上下水道課� ☎56-5210
まほろばホール※� ☎72-1100
図書館※� ☎32-8605
中央公民館（生涯学習課）※� ☎57-2271
西大和地区公民館※� ☎32-1388
総合スポーツ公園（保健スポーツ課）※
� ☎56-4600
※は月曜日が休館です。
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町の動き 町について

人　口　　18,109人（− 18 人）
　　　　　男���8,487�人
　　　　　女����9,622�人
世帯数　　7,809 世帯（±�0 世帯）
平成 29�年 5�月末現在。（�）は前月比

町　木　　さざんか
町　花　　福寿草
面　積　　8.23km2
東　経　　135�度 44�分
北　緯　　134�度 34�分

さざんか

福寿草

まほろば夢市
随時生産者を募集しています！

　地元で収穫された野菜などを生産者が提供する朝市です。
◇とき　毎週日曜日　午前９時～売切れ次第終了
◇ところ　近鉄大輪田駅高架北側（雨天決行）
◇その他　駐車場あり。マイバッグを持参してください。
◇問い合わせ　地域活性課　☎内線117

【開館・休館のお知らせ】
開館　火～日曜日　午前９時30分～午後５時（金曜日は午後７時まで）
休館日　月曜日（祝日の場合は開館）
※７月30日（日)は、月末図書館整理のため休館です。
※７月15日（土)は、図書館行事のため２階閲覧室（自習室）は利用できません。

★
７
月
の
お
は
な
し
会

◇
と
き　

７
月
１
日（
土
）　

午
前
10
時
30
分
～

◇
と
こ
ろ　

図
書
館　

お
は
な
し
室

★
第
63
回
青
少
年
読
書
感
想
文

　

全
国
コ
ン
ク
ー
ル
課
題
図
書

◎
小
学
校
低
学
年
の
部

　
「
ば
あ
ば
は
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
」　

い
し
い
つ
と
む　

絵

◎
小
学
校
中
学
年
の
部

　
「
く
ろ
ね
こ
の
ど
ん
」　

岡
野
か
お
る
子　

作

◎
小
学
校
高
学
年
の
部

　
「
チ
キ
ン
！
」　

い
と
う
み
く　

作

◎
中
学
校
の
部

　
「
円
周
率
の
謎
を
追
う
」　

鳴
海
風　

作

◎
高
等
学
校
の
部

　
「
フ
ラ
ダ
ン
」　

古
内
一
絵　

作

　

な
ど
の
課
題
図
書
18
冊
が
入
っ
て
い
ま
す
。

★
夏
の
お
は
な
し
会

◇
と
き　

７
月
15
日（
土
曜
日
）　

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

◇
と
こ
ろ　

図
書
館　

２
階
閲
覧
室

◇
内
容　

お
は
な
し
、
絵
本
、
ペ
ー
プ
サ
ー
ト
等

◇
対
象　

幼
児
か
ら
小
学
生

※
申
し
込
み
不
要
。（
無
料
）

★
今
月
の
新
刊　

司
書
の
お
薦
め
本

一
般
書

◎「
孤
道
」　

内
田　

康
夫　

著

◎「
怒
ら
な
い
で
す
む
子
育
て
」　

水
島　

広
子　

著

◎「
敗
者
た
ち
の
季
節
」　

あ
さ
の　

あ
つ
こ　

著

児
童
書

◎「
ぼ
く
、
ち
き
ゅ
う
か
ん
さ
つ
た
い
」　

松
本　

聰
美　

作

◎「
た
な
ば
た
に
ょ
う
ぼ
う
」　

野
村　

た
か
あ
き　

絵

◎「
日
本
の
ふ
し
ぎ
な
ぜ
？
ど
う
し
て
？
」　

大
野　

正
人　

執
筆

火災・救急などの出場状況
５月中 本年累計

河 合 町
火 災 1 件 1 件
救 急 85 件 332 件

西和管内
火 災 7 件 16 件
救 急 520 件 2,708 件

西和消防署より
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Dear Kawai Town, 

Welcome to Kawai First Junior High’s English Study 
Society (ESS)! They learn their second language 
the same way they learned their first, through daily 
experience. So, in ESS, we enjoy sharing a variety of 
experiences together. One day, we made my mother’s 
apple pie recipe. The students listened to me say 
each word as we did each action: “combine the butter 
and sugar,” “cut the apples into thin slices,” “roll out 
the dough.” The senior students helped the junior 
students learn new words, and we all worked together 
to communicate and create something. It is always 
so exciting to see the students’ faces light up with 
understanding when a word connects to its meaning. 
This is what I hope for my students, that they gain 
confidence in English and overcome challenges to 
gain confidence in themselves, and bravely discover 
the new possibilities of the world around them.

Until next time, 
Julie

親愛なる河合町の皆様

ようこそ河合第一中学校のESS（英語クラブ）へ！
メンバー達は第２言語（である英語）を、第一言語
（である日本語）を覚えるのと同じように、日々の
経験を通して学んでいます。なので、ESSで私たち
は様々な経験を楽しく共有しています。ある日に
は、私の母直伝のアップルパイをつくりました。生
徒達は作業をしながら私の話す一つ一つの単語を聞
いていました。例えば、「バターと砂糖を混ぜて」
「リンゴを薄くスライスして」「生地を延ばして」
などです。上級生は下級生が新しい単語を学ぶ手助
けをします、そしてコミュニケーションや創作活動
をして一緒に勉強しています。単語とその意味がつ
ながった時に、生徒達の顔がパッと明るく輝くのを
見ると、いつも嬉しくてとてもワクワクします。私
が生徒達に望むことは、みんなが英語に自信をつけ
て、（英語を勉強するという）チャレンジをしてい
くことで自分という人間に自信を持つことです。そ
して恐れることなく、自身の周りの世界に広がるま
だ見ぬ可能性を見つけ出すことを願っています。

校正は、畑�知也子さん（広瀬台）にご協力いただいています。

　ジュリーがESSで行ったアップルパイ作りについて、“apple pie”を辞書で調べ
てみると、“apple-pie”という単語が形容詞になっていて「アメリカ的な」とか
「アメリカ独特の」というような意味で使われます。「as American as apple pie
（アップルパイのようにアメリカ的だ）」という言い回しもあります。
　アメリカでは母の味だそうで、理想のお嫁さんは「完璧なアップルパイを焼ける
人」という人もいるぐらい。よく知っている単語でも調べてみると面白いですね。
　さらに、ニューヨークは“Big Apple”という愛称で呼ばれているのをご存知で
すか？“Apple”ひとつにも色々な意味があり、なかなか奥の深い単語です。
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　地方創生を中心とした施策の展開による「まちの活性化」を進める上での町の現状と、当面の行政課題に
ついて、町長が住民の皆さまに直接お話をさせていただきます。皆さまには理解を深めていただくととも
に、ご意見をお聞かせいただきたいと思います。

◇テーマ「まちの活性化について　～町の現状と当面の行政課題～」
◇とき　７月８日（土）
　　　   【第１回】午後１時30分～　まほろばホール　小ホール
　　　   【第２回】午後３時30分～　中央公民館　集会室
　　　　  ※第１回、第２回ともにテーマは同じです。
　　　　  ※当日は、託児室（就学前）を設けますので、ご利用ください。
◇申し込み　不要。直接会場へお越しください。
◇問い合わせ　政策調整課　☎内線214

タウンミーティングタウンミーティング町長との


